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このたびは研究助成をいただき、大変ありがとうございます。

【スライド -1】
近年、高齢化、患者のQOLの向上、

および医療費の削減などがあり、在
宅医療が極めて強力に推進されてい
ます。

【スライド -2】
スライドに、在宅医療の件数の増

加をお示ししていますが、平成17年
ぐらいから訪問医療が増えています。

在宅医療が増えることにより、在
宅において医療廃棄物が発生するこ
とが問題になっています。医療機関
でこれまで行われていた行為で発生
した医療廃棄物は、特別管理産業廃
棄物として事業者が責任を持って排
出しているのですが、患者宅で発生
した医療廃棄物に関しては、日本の
廃掃法の括りからいうと一般廃棄物
ということになり、患者が居住して
いる自治体が責任を持って回収処理
をしなければいけないということに
なっています。

在宅医療廃棄物は、医療機関と同
じようなものが発生するのですけれ
ども、患者宅から発生する廃棄物の回収処理方法については、まだ明確に処理されていま
せん。この在宅医療廃棄物の適正な回収処理には、医療機関と患者、そしてその患者が居
住する自治体、この三者の協力が非常に重要であると言えます。

【スライド -3】
日本では廃棄物を掌握している環境省が平成20年に「在宅医療廃棄物の処理に関する取
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組推進のための手引き」を出して、廃
掃法に従い自治体に対して在宅医療
廃棄物をなるべく回収するようにと
いう通知を出しています。また一方、
日本医師会も同時期に「在宅医療廃
棄物の取扱いガイド」を出しました。
分かりやすいパンフレットで、医療
関係者および患者に示すガイドライ
ンとして、在宅医療廃棄物はほとん
ど感染性がないという主張に基づき、
自治体が回収すべきということで、自
己注射針も自治体の燃えるごみを推
奨するというような方針を出しています。

【スライド -4】
このように、在宅医療廃棄物が近年話題になり、徐々に各自治体の取り組みも進んでま

いりましたが、不要薬、いわゆる家庭で飲み残しとか処方変更などで発生した不要になっ
た医薬品の回収処理に関しては、まだほとんど知られていません。

がんの疼痛治療などで麻薬製剤、また向精神薬とか抗がん剤といったものが最近は在宅
でもかなり使われるようになってきています。病院などでは、麻薬製剤などは非常に厳し
い法律で取り扱いが規定されていま
すが、いったん患者に渡ってしまう
と、法律は適用されません。それで、
誤飲とか不正流用、環境汚染の原因
になっていないかということで、不
要薬がどのように回収処理されてい
るのかの実態調査を今回行わせてい
ただきました。

日本は欧米に比べると、麻薬製剤の
使用量はかなり少ないのですが、近
年よい製剤が出てきており、その使
用量も増加しています。

【スライド -5】
そこで今回、不要薬の回収廃棄に関して、「自治体」ということで県と政令指定都市およ

び県庁所在地の市の廃棄物関係の部署、「医療関係者」ということで県の薬剤師会と政令指
定都市・県庁所在地の市の薬剤師会に、アンケート調査を行わせていただきました。

まず、「在宅医療廃棄物に対してどのように対応しているのか」ということで県と市のア
ンケートをとりました。廃掃法から一般廃棄物の回収には市町村が責任を持たなければな
らないことになっています。県は市町村に任せているという所が多く、一応環境省の令に
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従って指導しているというところが
あります。市のほうは、毎年対応が
増えてきていますが、「在宅医療廃棄
物に対応している」というのがまだ40
パーセントで、「方針を決めていない」
という所も3分の1ぐらい存在してい
ます。

【スライド -6】
一方、麻薬製剤についてどのよう

な対応をしているのかと聞いたとこ
ろ、市では、「回収する」という所と「回
収しない」という所、「まだ方針を決定していない」という所が3分の1ずつぐらいで、居住
する地域によって対応がかなり異なっていることが分かりました。

一方、薬剤師会がどのように対応しているかということを調べたところ、県薬剤師会も
市薬剤師会も「どのようになっているのか不明である」という所が多い。「地元の自治体が
どういう対応をしているのか知っているのか」という質問では、回収をするとか回収をし
ないとかということを認知している所もありますけれども、認知していない地域が非常に
多く、薬剤師会と自治体の協議が取れていない地域が多いことが分かります。また、「回収
している」、「していない」と答えていても、実際の自治体の方針と違っている、認識違い
の所もありました。

また、「患者に対して、不要薬をどのように廃棄するかを指導しているのか」ということ
に関して、「一般の薬局に任せている」という薬剤師会が多いことが分かりました。

【スライド -7】
一方、患者のほうはどのような廃棄行動をしているのかということを、インターネット

のウェブ調査で実施させていただきました。
調査対象として、麻薬製剤などを使っている患者さんに聞きたかったのですが、データ
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的に難しいので、日本に居住する人で、過去1年以内に医療機関で薬を処方された年齢20
歳以上の人を条件にして、全体で520人の方のアンケート調査をさせていただきました。

【スライド -8】
その結果、医療機関を受診した際に処方された薬は、ほとんど飲み切ってしまう方が多

かったのですが、「そのまま保管している」という人も多くいらっしゃいました。
また、家庭ごみとして出すときには、可燃ごみとして出しているという人が多かったの

ですが、地元の自治体がどのようなごみの区分でその医薬品を捨てるように言っているの
かということに関しては、「全く分かっていない」、「知らない」と答えた人が多く、「可燃ごみ」
と答えた人の中でも、地域によって自治体の方針と違う人も、見られました。
「不要薬の廃棄に関してどのような

ことを望みますか」では、「薬局、医
療機関などに回収箱を設置してほし
い」とか、「家庭ごみの区分でどこに
なるのか分かりやすくしてほしい」、
また、「お薬の情報紙に廃棄方法を記
入してほしい」というような意見があ
り、患者側とすれば情報があれば正し
く捨てるという意向が見られました。

【スライド -9】
この結果をまとめますと、自治体は

医療廃棄物に関して規定している所
がだんだん多くなってきているので
すけれども、残薬に関しては、麻薬製
剤も含め、ほとんどまだ検討されて
いない所が多い。薬剤師会は、近年、
医療費削減のこともあり、残薬につ
いて積極的に取り組んでいるのです
が、地域によって取り組みが非常に
異なっていることが分かりました。

また、在宅患者に関しては、「自分
で判断をして捨てている」ということ
で、正しい廃棄回収の指導を希望し
ていることが分かりました。

【スライド -10】
今回の調査で東京都および横浜市の薬剤師会が非常に先進的な取り組みをしているとい

うことが分かりましたので、ご紹介させていただきます。
東京都では医師会、薬剤師会、その他歯科医師会とか製薬企業などと共同で、在宅医療
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廃棄物の検討会を開いています。ま
た横浜市では、薬剤師会が独自のパ
ンフレットを作成して、各店舗で在
宅医療廃棄物および残薬などを回収
することを患者に告知していること
が分かりました。

【スライド -11】
一方、アメリカなどではFDAが処

方薬廃棄マニュアルをインターネッ
トで、公表しています。実際にビデ
オクリップのようなものがインター
ネットで見られます。不要薬は容器
から出して、ごみと混ぜて、シール
をして見えないようにして、可燃ご
みに捨てましょう。麻薬などは下水
に流しましょう。というような捨て
方が明示されています。

【スライド -12】
また、州によっていろいろな取り

組みがありますけれども、メイン州
では無料の封筒を配って、家で要ら
なくなった医薬品を郵送で送っても
らい、センターで分別廃棄をする、ということが行われています。

【スライド -13】
このように、医薬品廃棄物の適正な回収処理に向けての提案として、薬局、医療機関で
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残薬の発生を把握する。特に麻薬製剤などは残薬発生を把握して、また、回収廃棄の方法
を患者に告知するなどの対応が必要と言えます。

質疑応答

会場：　いわゆる麻薬に関しての扱いは、病院であれば収支や不正についてかなり厳密に
チェックを受けていると思います。一般論として、こういう麻薬を在宅で廃棄し
てよいのか。患者さんの自己責任なのでしょうけれども、廃棄するという行為は
構わないものなのですか。

杉原：　法律的には、「自分で廃棄して下水に捨ててください」というようなことは言えな
いので、医療機関からは患者に「病院に戻してください」と言われています。し
かし実際に、出てしまったものをフォローしていることは、少ないです。患者さ
んが、例えば他の人に譲渡することは法律違反になるのですけれども、患者さん
が服用しなかったものを捨てなかったということに関する法は、今のところあり
ませんので、捨てていなくても分からないということになります。


